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本日御議論いただきたい事項
⚫ 前回の会合では、電源の新規投資の促進のため、新規電源投資について長期間固定収入を確保

する仕組み（以下「本制度措置」という。）について、今後検討を深めるべき論点のうち、「④入札
価格の在り方」、「⑤調達方式」、「⑥制度適用期間」等の論点について御議論いただいたが、その
中で以下の御意見をいただいた。

(a) 本制度措置の基本的方向性に関するご意見

(b) 「他市場収益の取り扱い」等の個別の論点を１個ずつ整理していくのではなく、入札価格に関す
る全体像を俯瞰して議論すべきとのご意見（入札価格に関する制度の全体像）

⚫ また、本年3月の東日本における電力需給ひっ迫を受けて、本部会の親組織である電力・ガス基本
政策小委員会において、電力需給ひっ迫に係る検証と対策についての議論が行われており、その中
の対策の一つとして、本制度措置について議論されたところ。

⚫ 本日は、その電力・ガス基本政策小委員会の議論の紹介をさせていただいた上で、上記の(a)と(b)
について、過去の会合でお示しした検討の視点の例を踏まえ、御議論いただきたい。

（参考）第62回制度検討作業部会（2022年2月17日）で頂いた御意見

(a)に対する御意見
・この制度の検討を始めるときに念頭に置いていたのは、遙かにシンプルな制度であった。容量市場価格は毎年大きく変動しており、今後も大きく変動することが想定されている中で、長
期間固定して予見可能性を高める程度の市場と思っていた。例えば、第1回の容量市場価格を上限価格として、それと同じ又は低い価格で20年程度固定し、容量市場価格の変
動を軽減することによって新設投資を促す設計を想定していた。少なくとも、こうしたシンプルな設計に比べて、今回の提案の方が優れていることを国民に示して議論をしないとまずいので
はないか。少なくとも代替案としてシンプルな設計があるのに、それよりも劣っているものを安直にいれるべきではない。

・脱炭素に資する電源をどのように投資促進するかという視点が必要であり、今の制度が十分でないという認識から本制度の検討が開始されている。脱炭素電源は十分まだ実証されて
いないものもあり、投資リスクが大きいもののチャレンジが必要。チャレンジの結果、大きなリターンが得られることを事業者に示す必要。投資リスクの高さに見合った投資リターンを見込め
るようにすべき。電気料金に反映されることを踏まえると、過剰なインセンティブを与えるべきではない。

・単年度の容量市場では、容量収入の予見性が低く、新設電源が入りにくい点を補完して容量市場収入のリスクをヘッジすることがまず第一の目的であった。その目的がまず最上位に
あって、それに何か付け加えるものがあるとすると、それは最低限議論をするというのが本来あるべき姿なのではないか。

(b)に対する御意見
・全体の論点が全て示される訳ではなく、複雑なご提案であるため、判断付かない。全体像を俯瞰して議論していきたい。
・各論点を1個ずつ整理していくことの必要性は理解するが、各論点が複雑に相互影響する可能性が高く、個別項目を整理して積み上げていくことが合理的かについて、検討が必要。
全体俯瞰してこの制度を活用されるか適宜検証を行って頂きたい。

・他市場収益だけを取り上げるのではなく、上限価格の設定と合わせて議論していく点は合理的。



（参考）本制度措置の概要
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第13回持続可能な電力システム構築小委員会
（2021年12月3日）資料3
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（参考）今後検討を深めるべき論点

対象だけでいいかは、今後の議論次第であるが、まずは対
象だけの方向で作成

論点 検討すべき内容

➀対象 ・具体的な対象
・CO2を排出する供給力や調整力の取扱い

②募集量 ・募集量の設定方法

③リードタイムの考慮 ・運転開始までのリードタイムの考慮方法

④入札価格の在り方 ・初期投資額の取扱い
・制度期間中に発生する運転維持費や大規模修繕の取扱い
・長期間に渡る他市場収益をどのように考慮すべきか

⑤調達方式 ・どのような方法で調達する供給力や調整力を決定するか

⑥制度適用期間 ・設備の耐用年数と制度適用期間の関係の考え方

⑦上限価格 ・上限価格の設定方法

⑧調整係数 ・長期間にわたる調整係数の設定方法

⑨拠出金の負担者 ・負担者と負担計算方法の考え方

⑩リクワイアメント・ペナルティ ・参入障壁とのバランスの考慮

⑪現行容量市場との関係 ・現行容量市場と制度措置案の統合的な設計の在り方

持続可能な電力システム構築小委員会
第二次中間とりまとめ（2021年8月）より抜粋



（参考）検討の視点（例）

⚫ 前頁の各論点を検討するに当たり、例えば、以下の視点について、どのように考えるか。

（供給力確保・脱炭素化と経済性）
✓ 供給力の確保・脱炭素化と経済性の両立をどのように図るか。例えば、短期的により多くの電源を

調達したり、脱炭素化の基準をより厳しくしたりすると、電源間の競争圧力が低下し、結果的に全
体の経済性が低下する可能性について、どのように考えるか。

（供給力確保と脱炭素化）
✓ 供給力の確保と脱炭素化の両立をどのように図るか。例えば、短期的な供給力の増加には必ずし

も寄与しない一方、2050年のカーボンニュートラルを目指す中で、中長期的な供給力確保に欠か
せない既設電源の脱炭素化投資について、どのように考えるか。

（投資の予見性確保と経済性）
✓ 投資の予見性を確保するためには、将来的なリスク要因を最大限排除することが望ましい一方、リ

スクゼロの仕組みを目指すことが経済性の低下につながる可能性があることについて、どのように考え
るか。また、長期に及ぶ電源投資・回収期間中のあらゆるリスク要因をあらかじめ排除することは現
実的でない中、制度運用に一定の柔軟性を持たせることについて、どのように考えるか。

（制度全体の効率性）
✓ 運用面を含めた制度全体の効率性向上のためには、できる限り個別ルールを排除したシンプルな制

度とすることが望ましい一方、異なる特性を有する電源間の競争促進により効率性を高める観点か
ら、各電源の特性に応じた個別ルールを設定することについて、どのように考えるか。
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第60回制度検討作業部会
（2021年12月22日）資料5



１. 電力・ガス基本政策小委員会での議論
２. 本制度措置の基本的方向性
３. 入札価格に関する制度の全体像
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電力・ガス基本政策小委員会での議論

⚫ 本年3月の東日本における電力需給ひっ迫を受けて、本部会の親組織である電力・ガス基本政
策小委員会において、電力需給ひっ迫に係る検証が行われており、本制度措置に関しても、以下
の２点が議論された。

➢ 電源の老朽化が進む中で、新規電源投資の促進は喫緊の課題であり、現在進められている
新たな制度措置の検討を加速化し、できる限り早期に第１回オークションを行えるよう、制
度措置の具体化を急ぐこととしてはどうか。

➢ あわせて、今回の需給ひっ迫を踏まえ、対象電源の範囲の拡大を検討することとしてはどうか。
具体的には、例えば、2050年までに脱炭素化することを大前提に、一定期間内に限り、脱
炭素化されていない電源の一部を対象とすることのメリットとデメリットを総合的に検討する
こととしてはどうか。

⚫ このため、本制度措置の具体化を急ぐとともに、一定期間内に限って脱炭素化されていない電源
の一部を対象とすることについて、次回以降の会合において議論いただきたい。



（参考）過去の事務局資料
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第61回制度検討作業部会
（2022年1月21日）資料4
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（参考）電力・ガス基本政策小委員会資料
第48回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年4月26日）資料4-2



１. 電力・ガス基本政策小委員会での議論
２. 本制度措置の基本的方向性
３. 入札価格に関する制度の全体像
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⚫ 本制度措置は、電源の設備年齢が高経年化する中、安定供給を持続的なものにしていくためには、
中長期的に電源への新規投資を促していくことが必要であるとの問題意識から検討を開始したもの。

⚫ その後、2020年10月の菅首相による2050年カーボンニュートラル宣言を受けて定められた第6次エ
ネルギー基本計画を踏まえ、本制度措置で対象とする「新規投資」は、脱炭素電源への新規投資と
することとされた。

⚫ また、足下では、老朽火力を中心とした電源の退出が進展し、供給力が低下する中で、2020年度
冬期・2021年度冬期には、電力需給がひっ迫し、スポット市場価格が高騰する事態が生じており、
需要家は安定供給上のリスクや大幅な価格高騰リスクに晒される状況となっている。

⚫ このため、本制度措置によって発電事業者に投資の予見可能性を確保することで脱炭素電源への
投資を着実に促すことにより、2050年カーボンニュートラルを実現し、需要家に対して、脱炭素電力
の価値を提供すると共に、中長期的な観点から安定供給上のリスクや価格高騰リスクを抑制する、こ
うした、発電事業者の予見性確保と需要家の利益を同時に実現することが、本制度措置を検討
する目的である。

本制度措置の目的
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持続可能な電力システム構築小委員会 中間取りまとめ (2020年2月)
（３）設備の老朽化や再エネ大量導入も踏まえた電源投資の確保の在り方
2018年の北海道胆振東部地震によって、北海道では全域にわたる大規模停電（ブラックアウト）が発生した。その復旧段階においては、火力発電所のみならず、道内各所の水力、バイオマ

ス、地熱発電といった発電量の変動が少なく安定的に発電が可能な再生可能エネルギーが、発災直後から安定的な供給力として貢献していた。また、老朽火力発電所も復旧段階で供給力の
積み増しに役割を果たしており、 様々な特徴・役割を有する発電設備が存在することが安定供給にとって有用であることが確認された。 一方で、設備年齢が高経年化する中で、こうした老朽電
源に依存し続けることは困難である。再生可能エネルギーの大量導入の中で安定供給を持続的なものとしていくためには、中長期的に適切な供給力・調整力のための投資を確保し、最新の電
源の導入や多様化・分散化を促進していくことが必要である。

持続可能な電力システム構築小委員会 第二次中間取りまとめ (2021年8月)
（６）電源投資の確保 （ａ）背景・目的
この間、2020年10月には、菅内閣総理大臣より 2050年のカーボンニュートラル実現を目指すことが宣言され、それを受けて、2021年１月に、梶山経済産業大臣から、カーボンニュートラル

目標と安定供給の両立に向けた電源投資促進のための電力市場の整備を始めとしたテーマについての検討指示がなされた。
また、2020年12月から 2021年１月にかけては、電力需給が逼迫し、スポット市場価格が高騰する事態が生じたが、日頃稼動していない老朽火力も含め、あらゆる発電所をフル稼働させて

安定供給の確保に取り組んだ。その後、電力・ガス基本政策小委員会において行われた検証の議論の中では、2050年カーボンニュートラル実現と安定供給の両立に向けて、中長期的には、
CO2を排出する化石火力への依存度を低減させつつ、CO2を排出する化石火力が担ってきた供給力や調整力を確保する必要があり、新規投資を足下から促していくことが重要であることとされ
ており、前回の中間取りまとめにおける新規投資の必要性が再認識される形となった。

持続可能な電力システム構築小委員会 第三次中間取りまとめ (2022年1月)
第6次エネルギー基本計画を踏まえ、本制度で対象とする「新規投資」の基本的な考え方については、発電・供給時にCO2を排出しない電源（脱炭素電源）への新規投資を対象とする。



※ 基本政策分科会に対する発電コスト検証に関する報告(令和3年9月)等を基に、蓄電池は令和3年度補正 再生可能エネルギー導入加速化に向けた系統用蓄電池等導入支援事業にて採択された案件の申
請情報を基に、資源エネルギー庁試算
現行容量市場の上限価格を算出する際のNetCONEの計算では、発電コスト検証の諸元を基に、系統接続費・大規模改修費・租税・発電側課金・インフレーション率・期待インフレ率を加味し、割引率を3%から
5%に修正しているため、上記の電源種別の固定費にもこれらを全て反映。ただし、大規模改修費は、全電源種がLNG火力と同程度と仮定して試算。
発電コスト検証の諸元数値は2030年の数値より試算。なお、諸元数値に幅がある場合は、最も高い水準より試算。
発電コスト検証では稼働年数は電源種毎に異なるが、本制度での制度適用期間は20年を基本としているため、資本費を20年で回収する前提で固定費を試算。
なお、自然変動電源は、落札価格にエリア別の調整係数をかけた値が容量収入となるため、その電源種の固定費（GrossCONE）を2031年度の調整係数（全エリアの最高値、51頁のとおり調整係数は入
札時点から9年後を利用する前提）で割った値として記載。
既設石炭の改修（アンモニア20%混焼）は、追加の設備投資額250億円（第3回発電コスト検証ワーキンググループ資料1より）を資本費とし、設備容量のうちアンモニア混焼比率部分だけを本制度の対象と
仮定して、「固定費÷（設備容量×20%）」の計算により試算。

⚫ 本制度措置の目的を達成するためには、将来収入のダウンサイドリスクへの対応により、初期投資額を含む固定
費の回収の予見可能性を確保することが重要。また、本制度措置は、脱炭素電源への新規投資を対象として
おり、エネルギーのベストミックスの観点から、多様な脱炭素電源の導入の促進を図ることが重要。

⚫ 仮に、現行容量市場の上限価格以下の価格を長期固定した場合、左下の図のとおり、脱炭素電源の固定費
回収の予見可能性確保には一定程度資するものの、多くの脱炭素電源にとって一部に留まり、固定費回収の大
部分は本制度措置以外からの収益（他市場収益）に依存することとなる。それにより、将来収入のダウンサイド
リスクが残り、必要な脱炭素電源への投資が進まない場合、中長期的な観点から需要家に対する安定供給上の
リスクや価格高騰リスクが生じることになり、本制度措置の目的を達成できないこととなる。

本制度措置の基本的方向性
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電源種毎の固定費（GrossCONE）を調整係数で割った値

2021年度容量市場
メインオークション

上限価格1.4万円/kW

＜現行容量市場の上限価格を長期固定した場合における
スポット市場・合計収入のイメージ＞

期間

金額

合計収入

スポット市場
からの収入

ダウンサイド
リスクあり

現行容量市場の上限価格を長期固定した場合の収入



⚫ また、英国の容量市場では、既設と新設が同じ上限価格の下で競争しており、新設は落札価格の
収入を長期間得ることができるが、直近のオークション結果における新設案件の内訳はガス火力や蓄
電池など固定費の小さい電源種が大半を占めている。

⚫ これらの点を踏まえると、多様な脱炭素電源の拡大を図る観点からは、現行容量市場の上限価格
以下の価格を長期固定する措置では十分な措置とは言い難く、別途、脱炭素電源の固定費全体
の回収の予見可能性を向上させる措置の検討が必要ではないか。

⚫ なお、発電事業者にとっては、長期的に安定的な収入を確保することが重要であるところ、発電事業
者と需要家の利益を同時に実現するという本制度措置の目的からすれば、発電事業者による将来
収入のアップサイドに対しては、電源の稼働インセンティブにも配慮することを前提として、一定の制
限を設け、国民負担を軽減させる方向で検討を進めることが必要ではないか。

本制度措置の基本的方向性
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2%
76%
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7%
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2%

0%

2%

0%4%

英国容量市場オークション結果（2021年度 T-4 DELIVERY YEAR 2025/26）
Unproven DSR CMU(実証前のDSR) Existing Generating CMU(既設設備案件) Refurbishing Generating CMU(既設改修案件)

Proven DSR CMU(実証済のDSR) New Build Interconnector CMU(新設送電網) Existing Interconnector CMU(既設送電網)

Gas(天然ガス) Onshore Wind(風力発電) Storage - Battery(蓄電池)

Waste(廃棄物発電)

出典：national grid HP
※新設案件の制度適用期間は、1年～15年（事業者が入札前に選択）であり、落札案件のうち93%超が15年を選択。

新設案件のうち、
蓄電池・ガス火力が
大半を占めている。

新設案件

新設案件
(1,919MW）既設案件

ガス

蓄電池
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（参考）2030年の発電コスト検証に関する報告（令和3年9月）



⚫ 民間事業者の投資意思決定においては、「標準ケース」、「アップサイドケース」、「ダウンサイドケー
ス」といった各ケースの発生確率を分析した上で、リスクに見合うだけの収入見通しがあれば、投資
が行われるのが一般的。

⚫ 発電事業は初期に多額の投資を伴うことや、前頁の発電事業者の収入構造を踏まえれば、ス
ポット市場からの将来収入のダウンサイドリスクが大きい場合には、投資が十分に進まない可能
性がある。

⚫ 電源投資を安定的に確保する観点からは、将来収入のダウンサイドリスクへの対応が課題として
挙げられるのではないか。

（参考）発電事業者の投資意思決定における課題

初
期
投
資

収入×稼働年数
（ケースによって、収入額が変動）

～ ～

収入の太宗はスポット市場からの収
入だが、化石燃料の価格など様々な
要因によって大幅に変動

ダ
ウ
ン
サ
イ
ド

標
準
ケ
ー
ス

ア
ッ
プ
サ
イ
ド

投資回収漏れ

収入見通し
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第7回 持続可能な電力システム構築小委員会
（2020年10月16日）資料３



（参考）発電事業の収入構造

16

第7回 持続可能な電力システム構築小委員会
（2020年10月16日）資料３



⚫ 容量市場における入札ガイドラインに従えば、発電事業者の入札行動は、「運転維持費」から「他
市場収益」を控除して応札するものと考えられ、「スポット市場の価格」と「事業者の容量市場への
応札価格」は基本的に逆相関の関係にある。

⚫ 一方で、容量市場には上限価格が設けられており、一定額以上に上昇することは無い。

⚫ したがって、スポット市場の価格の大幅な低下に対しては、引き続きダウンサイドリスクがある。

（参考）スポット市場と容量市場の関係

17

＜容量市場の上限価格＞
上限価格 ＝ NetCONE × 1.5

Net CONE ＝ Gross CONE ー 他市場収益

（注）Gross CONE：新設電源（CCGT）の固定費
※2020年オークションでは14,225円/kW

他市場収益：スポット市場を含む他市場からの収益

＜スポット市場と容量市場の関係（イメージ）＞

期間

容量市場
からの収入※

金額

スポット市場と容量市場からの収入

スポット市場
からの収入 ダウンサイド

リスクあり

容量市場には上限価格あり

＜容量市場における入札ガイドライン＞

4. 容量市場の活性化
（３） 監視対象行為
(イ) 価格つり上げ
市場支配的事業者が、電源を維持するために容量市場から回収が必要な金

額を不当に上回る価格で応札することで、本来形成される約定価格よりも高い
約定価格が形成される場合には、価格のつり上げに該当すると考えられる。
この点、市場支配的事業者が、電源を維持することで支払うコストから電源

を稼働することで得られる他市場収益を差し引いた額（維持管理コスト)で応
札をしている場合には、経済合理的な行動と考えられることから、価格のつり上
げには該当しないものとみなされる。

※実際の容量市場の価格は、発電事業者の入札行動とは別に、供
給力の多寡等によっても決まるため、必ずしも上記のような形になる
とは限らない。

第8回 持続可能な電力システム構築小委員会
（2020年12月18日）資料2
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電力自由化以降の月別平均スポット価格の推移

（参考）電力市場価格の推移

18
出典：JEPXデータより資源エネルギー庁集計
※ 2022年数値は5月24日分までを集計

⚫ スポット価格は、燃料価格や需給の状況等により、大きく変動している状況。

2018年2月：
14.5円/kWh

2020年5月：
4.1円/kWh

2022年3月：
26.1円/kWh
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（参考）現行容量市場のNet CONEに含まれるコスト①
2021年度メインオークション 需要曲線作成要領
（2021.7.1）より抜粋



20

（参考）現行容量市場のNet CONEに含まれるコスト②
2021年度メインオークション 需要曲線作成要領
（2021.7.1）より抜粋



１. 電力・ガス基本政策小委員会での議論
２. 本制度措置の基本的方向性
３. 入札価格に関する制度の全体像

21



⚫ 入札価格に関する制度の全体像の検討のため、以下の論点について一体的に検討していく。

【論点①】 入札価格に織り込むことが適切なコスト（下図の 関係）

【論点②】 入札時の他市場収益の設定方法（下図の 関係）

【論点③】 還付・補填時の実際の他市場収益の考え方（下図の 関係）

【論点④】 還付時の(稼働インセンティブに配慮した)一定の還付割合（下図の 関係）

【論点⑤】 調整係数（下図の 関係）

【論点⑥】 入札価格に対する規律（下図の 関係）

入札価格に関する制度の全体像について

22

＜設定方法①＞ ＜設定方法②＞

第62回制度検討作業部会
（2022年2月17日）資料4より抜粋入札時の他市場収益の設定方法



入札価格に織り込むことが想定されるコスト 論点

(1)建設費、系統接続費、廃棄費用
①対象範囲
②共通設備の取扱い

(2)運転維持費
①対象範囲
②経年改修費の対象範囲

(3)事業報酬（資本コスト） ①入札価格に織り込める水準

(4)その他 ①水素・アンモニア等における固定費的な性質の費用の扱い

⚫ 本年１月の本作業部会の事務局資料のとおり、「上限価格の設定」や「入札価格の監視」等の入
札価格に対する規律※を設けるにあたっては、入札価格に織り込むことが適切なコストについて、検討
することが必要。

※ 入札価格に対する規律については、論点⑥を参照。

⚫ 本制度措置は、初期投資額を含む「固定費」の回収の予見可能性を確保するものであることから、
入札価格には、前々回の事務局資料でお示しした下の表のコストを織り込むことが想定されるため、
それぞれのコストの各論点について次頁以降にて検討を行う。

⚫ その他、留意すべき点や追加で検討すべき論点はあるか。

【論点①】入札価格に織り込むことが適切なコスト

23



（参考）前々回事務局資料

24

第61回制度検討作業部会
（2022年1月21日）資料4



＜①対象範囲＞

⚫ まず、電源建設に必要な費用としては、「建設費」や「系統接続費」が考えられる。また、電源を建設
する以上、最終的には廃棄することが必要となるため、「廃棄費用」も入札価格に織り込むことを認め
てはどうか。

⚫ なお、「建設費」の具体的な対象の例としては、発電設備・燃料受入設備・燃料保管設備・燃料供
給設備などの新たな脱炭素電源の稼働に資する設備が考えられるのではないか。

⚫ また、IEAなどが2020年に公表した「Projected Costs of Generating Electricity 2020 
Edition」では、電源種別の発電コストを示す均等化発電原価 (LCOE。Levelized Cost Of 
Electricity) には、建設費に5～15％の予備費（不測の事態や予期しない技術上・規制上起因
するコスト増）が含められている。このように、電源投資を行う際には、コスト増リスクへの一定の対
応が必要となることから、本制度措置においても初期投資額（建設費）に対して一定の予備費
（例えば10%を上限）を織り込むことを認めてはどうか。

＜②共通設備の取扱い＞

⚫ 電源投資を行う際には、同一発電所内に複数のプラントを建設することがコスト削減につながることが
あり、こうした場合には、配管やタンク等の共通設備を設置する場合がある。

⚫ こうした共通設備の建設費を入札価格にどのように織り込むかについては、 (a)プラント毎に別々の
入札を行い、プラントのkW比率で按分して入札価格に織り込む方法と、(b)複数のプラントで1つ
の入札を行い、その入札価格に共通設備の建設費も織り込む方法、が考えられる。

⚫ この点については、発電事業者の選択肢を広く確保する観点から、(a)(b)は事業者の選択制とし
てはどうか。

(1)建設費、系統接続費、廃棄費用

25



26出典：電気事業連合会HP

本制度措置で対象とすべき初期
投資額は、新たな脱炭素電源の
稼働に直接的に資する設備への
投資額とすべき。

(参考) Projected Costs of Generating Electricity 2020 Editionにおける予備費の織りこみ

(参考) 一般的な火力発電所しくみと本制度措置の対象範囲の関係

出所：https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf



＜①対象範囲＞

⚫ 現行容量市場と同様、制度適用期間に発生する「固定資産税」、「人件費」、「修繕費」、「経年改
修費」、「発電側課金」、「事業税」、「その他のコスト（委託費・消耗品費等）」は、入札価格に織
り込むことを認めてはどうか。

＜②経年改修費の対象範囲について＞

⚫ ①のうちの「経年改修費」は、制度適用期間の稼働に必要となる設備・機器の更新のための「経年
改修費」の範囲で、入札価格への織り込むことができるようにすべき。

⚫ その設備・機器の想定使用期間が制度適用期間を跨ぐ場合は、制度適用期間に含まれる期間
の比率で按分した金額のみに限定すべきではないか。

(2) 運転維持費

27

設備・機器の活用設備・機器の活用

制度適用期間

設備・機器の更新

稼働期間

制度適用期間に含まれる期間
の比率で按分した金額は

入札価格への織り込みは可能

入札価格への
織り込みは可能

設備・機器の初期投資

設備・機器の活用 設備・機器の活用

入札価格への織り込みは不可



（３） 監視対象行為
(イ) 価格つり上げ

市場支配的事業者が、電源を維持するために容量市場から回収が必要な金額を不当に上回る価格で応札す
ることで、本来形成される約定価格よりも高い約定価格が形成される場合には、価格のつり上げに該当すると考え
られる。
この点、市場支配的事業者が、電源を維持することで支払うコストから電源を稼働することで得られる他市場収

益を差し引いた額（維持管理コスト)で応札をしている場合には、経済合理的な行動と考えられることから、価格
のつり上げには該当しないものとみなされる。

① 電源を維持することで支払うコスト
電源を維持することで支払うコストには、例えば、以下のような項目が含まれると考えられる。

（参考）容量市場における入札ガイドライン（抜粋）

28



（参考）前回事務局資料

29

第62回制度検討作業部会
（2022年2月17日）資料4



＜ ①入札価格に織り込める水準＞

⚫ 現行容量市場のNet CONEを算出する際の割引率（税引前WACC）の５％と同様に、全電源
種一律に税引前WACC5%を上限として、入札価格に織り込むことができることとしてはどうか。

(3)事業報酬（資本コスト）

30

現行容量市場のNet CONEに含まれるコスト 2021年度メインオークション 需要曲線作成要領
（2021.7.1）に赤枠追加



31

（参考）現行容量市場のNet CONEを算出する際の割引率が５％とされた時の議論

第17回 容量市場の在り方等に関する検討会
（2018年12月17日） 資料3
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（参考）現行容量市場のNet CONEを算出する際の割引率が５％とされた時の議論
第17回 容量市場の在り方等に関する検討会

（2018年12月17日） 資料3
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第17回 容量市場の在り方等に関する検討会
（2018年12月17日） 資料3

（参考）現行容量市場のNet CONEを算出する際の割引率が５％とされた時の議論



＜①水素・アンモニア等における固定的な性質の費用の扱い＞

⚫ 過去の会合では、以下のような御意見を頂いたところ。

➢ 水素・アンモニアは、燃料のサプライチェーンが未整備であり、サプライチェーン構築のための投資や、固定
的な燃料調達契約が必要なため、こうした費用も含めて予見性を高めていく必要

➢ こうした燃料関連の費用は、固定的な性質となるが、本制度措置の中での「固定費」とすべきか、「可変費」
とすべきか、整理が必要

➢ CCSが具体化した場合にも、同様の問題がある

⚫ 発電所の外で生じるこうした燃料関連の費用は、一般的には燃料費として「可変費」として整理されているところ、
水素・アンモニアの燃料調達の課題については、別の審議会（次頁参照）において検討していくこととされてい
る。このため、同審議会の検討状況を必要に応じて本部会でも御報告すると共に、同審議会の検討状況も踏ま
えつつ、発電所の外で生じるこうした燃料関連の費用の本制度措置における取り扱いを検討していくこととしては
どうか。

⚫ また、水素・アンモニアに限らず、CCS等の他の電源種においても、電源特性に応じて、固定的な性質の費用が
発生する場合には、本制度措置における取り扱いなどを検討していくこととしてはどうか。

(4) その他の論点①

34

（参考）過去の会合で頂いた御意見

第61回制度検討作業部会（2022年1月21日）

・また、特に水素・アンモニア等につきましては、コストに占める変動費の割合というのは相当高くなると思いますので、固定費の回収は、この市場でできるということは非常に良いと思います

が、一方で、民間事業者からしますと、変動費の回収のところまで含めて、どういうふうに事業性を、予見性を高めていくかということも大事だと思いますので、本件につきましてはこの市場

で検討する必要はないかもしれませんが、常にパッケージで見ていかないと、なかなか現実的な投資の促進ができないのではないかと考えた次第でございます。

・この制度だけで、トランジションを後押しするのではなく、様々なやり方があり、脱炭素化された長期的な供給力に投資してもらうという目的がずれたものを本制度でどれだけ入れるのかに

ついては、他の制度でも後押しできるのであれば、脱炭素化だけの理由でこの制度に入れる正当な理由にはならず、他の制度での支援も検討すべきである。

第62回制度検討作業部会（2022年2月17日）

・本制度で対象となる電源の固定費・可変費がどういう性質のコストで、どのように整理すべきか、そもそも固定費なのか、可変費なのか整理がつかないコストがある。水素・アンモニアは、

技術的に成熟しておらず、サプライチェーンが未整備であり、サプライチェーンの上中下流への投資が必要。当該投資を仮に可変費とすべきか一定固定費とすべきか論点がある。仮にサプ

ライチェーンの投資がなかったとしても、相当程度の期間・量を開発者にオフテイクする必要があり、その燃料調達はTake or payとならざるを得ないことを踏まえると、固定費的な性質と

なる。その場合、他市場収益を見ながら機動的な稼働を選択するというようなことは出来なくなる。これは、水素・アンモニアの上中下流への投資に加えて、CCSが具体化にした場合にも

同様の問題がある。



（参考）水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた検討

35

総合資源エネルギー調査会 第1回 省エネルギー・新エネルギー分
科会 水素政策小員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素
燃料政策小委員会 合同会議（2022年3月29日）資料3



（参考）水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた検討

36

総合資源エネルギー調査会 第2回 省エネルギー・新エネルギー分科
会 水素政策小員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料政
策小委員会 合同会議（2022年4月18日）資料1に赤枠追加



（参考）水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた検討

37

総合資源エネルギー調査会 第2回 省エネルギー・新エネルギー分
科会 水素政策小員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素
燃料政策小委員会 合同会議（2022年4月18日）資料1



（参考）水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた検討

38

総合資源エネルギー調査会 第2回 省エネルギー・新エネルギー分
科会 水素政策小員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素
燃料政策小委員会 合同会議（2022年4月18日）資料1



（参考）水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた検討

39

総合資源エネルギー調査会 第1回 省エネルギー・新エネルギー分科
会 水素政策小員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料
政策小委員会 合同会議（2022年3月29日）資料3



（参考）水素・アンモニアサプライチェーン構築に向けた検討
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総合資源エネルギー調査会 第1回 省エネルギー・新エネルギー分科
会 水素政策小員会/資源・燃料分科会 アンモニア等脱炭素燃料
政策小委員会 合同会議（2022年3月29日）資料3



⚫ 前回の会合では、入札時の他市場収益の設定主体については、事業者ではなく制度側で設定する
ことが適切ではないかとの事務局の提案について、概ねご賛同いただいたところ。

⚫ 具体的な入札時の他市場収益の設定方法については、前回、「設定方法①：他市場収益を電
源種毎に一定額に設定する方法」と、「設定方法②：他市場収益を全電源種一律に０に設定す
る方法」それぞれの評価をお示ししたところ、シンプルな設計とする観点や委員からは設定方法②が望
ましいとのご意見が多かったことを踏まえ、設定方法②を採用することとしてはどうか。

【論点②】入札時の他市場収益の設定方法
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第62回制度検討作業部会
（2022年2月17日）資料4

（参考）前回の会合（第62回制度検討作業部会（2022年2月17日））で頂いた御意見
・他市場収益の設定方法は、いずれも採用しうる。前提条件として、将来かつ長期間における他市場での価格の予測値・燃料価格の予測値の設定が難しい。起動停止特性、負荷
追従特性、需給の状況などの技術的な特性によってはスポット価格が低下しても運転停止を行わざるを得ない状況もあり得るため、合理的な想定が難しい。事後的な補填方法も
ワークし得るか課題であり、相対的には他市場収益を０とする方法が望ましい。

・他市場収益の設定方法②の方がシンプルかつ適切。
・他市場収益は、将来かつ長期間の見積りはハードルが高いため、制度側で設定すること、また、設定方法①②のいずれかについては深掘りが重要と思うが、設定方法②の方が良い。



（参考）前回事務局資料
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第62回制度検討作業部会
（2022年2月17日）資料4



（参考）前回事務局資料
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第62回制度検討作業部会
（2022年2月17日）資料4



（参考）前回事務局資料
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第62回制度検討作業部会
（2022年2月17日）資料4



（参考）前回事務局資料
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第62回制度検討作業部会
（2022年2月17日）資料4より一部修正



（参考）前回事務局資料
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第62回制度検討作業部会
（2022年2月17日）資料4



可変費

⚫ 論点②で、入札時の他市場収益の設定方法を①と②のいずれとする場合であっても、事後的に、「入
札時の他市場収益」と「実際の他市場収益」との差額について、還付又は補填を行う必要があるため、
「実際の他市場収益」の算定方法を決めておく必要がある。

⚫ 「実際の他市場収益」は、「(1)実際の卸市場等からの収入」から「(2)可変費」を控除して算出される。

⚫ (1)と(2)にどのような数値を用いて算出するかについて、次ページ以降で検討を行う。

【論点③】還付・補填時の実際の他市場収益の考え方
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実際の
他市場収益

＝ ー実際の
卸市場等からの収入

＜設定方法①＞ ＜設定方法②＞

入札時の他市場収益の設定方法



＜(1)実際の卸市場等からの収入＞

⚫ 本制度措置の落札電源のkWh価値・ΔkW価値・非化石価値は、現行容量市場の落札電源と
同様に、相対契約や各種市場（卸取引市場・需給調整市場・非化石価値取引市場）におい
て取引を行うことが想定される。

⚫ 「実際の他市場収益」の計算に利用する「(1)実際の卸市場等からの収入」は、以下の2パターン
が考えられるのではないか。
➢ 案①：落札事業者から領収書等の証憑を提出してもらい、実際に相対契約や各種市場か
ら得た収入額とする方法

➢ 案②：簡便性の観点から、（仮に相対契約からの収入がある場合でも、その収入に関係な
く、）実際に発電したkWhに、スポット市場と非化石価値取引市場の価格の合計額を乗
じて算出した額とする方法

⚫ このうち、案②は、簡便性の観点からはメリットがあるものの、実態と乖離する可能性があり、電源
投資の予見可能性を確保する観点からは、課題が残る。

⚫ このため、実態に即した金額で事後的な還付や補填が行われる、案①を採用することが適切では
ないか。

⚫ ただし、相対契約に基づく収入を「実際の卸市場等からの収入」とする場合、意図的に他市場収
益を０とすることを防止する観点から、当該相対契約に基づく収入に対して一定の規律（例えば、
スポット市場価格や非化石価値取引市場価格の水準との関係で、一定の規律を設ける等）が
必要ではないか（※）。

（※）電力・ガス取引監視等委員会に対する卸取引に関する内外無差別のコミットメントをしている事業者にあっては、内外無差
別な卸取引の確保も必要
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【論点③】還付・補填時の実際の他市場収益の考え方
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【論点③】還付・補填時の実際の他市場収益の考え方

＜(2)可変費＞

⚫ 「実際の他市場収益」の計算に利用する「可変費」は、以下2パターンが考えられるのではないか。
➢ 案①：落札事業者から契約書等の証憑を提出してもらい、実際に支払った燃料費等の可変
費とする方法

➢ 案②：簡便性の観点から、貿易統計等を基に制度側で算定した標準的な可変費とする方法

⚫ 以下の評価を踏まえれば、コスト削減インセンティブは相対的に低いものの、よりコスト削減が国民負
担の軽減につながりやすく、発電事業者の予見可能性の確保に資する案①を採用することが適切
ではないか。

案① 案②

○ 実際に支払う可変費を削減した場合は、その分「実際の他
市場収益」が大きくなり、論点④で検討する稼働インセンティ
ブの工夫次第で、コスト削減分の一部が発電事業者の利益
となるため、コスト削減インセンティブが生じる。（コスト削減イ
ンセンティブは、案②より低い。）

○ かかるコスト削減の効果は、本制度措置に基づき発電事業
者に支払われる金額（国民負担）が減額される形で反映
される。

○ 標準的な可変費よりもコスト削減した場合は、コスト削減分
が発電事業者の利益となるため、コスト削減インセンティブが
生じる。

△ かかるコスト削減の効果は、本制度措置に基づき支払われる
金額（国民負担）には影響しない。

△ 例えば、燃料調達は長期契約で行うことも考えられるが、契
約時期によっては、事業者が値下げ交渉を適切に行ったとし
ても、足下の市場価格よりも高い契約となることも考えられ、
こうした場合には、実際の利益に照らして過大な還付が必要
となるおそれがある。



⚫ 入札時の他市場収益の設定方法を①と②のいずれにした場合でも、「入札時に設定する他市場収
益」よりも「実際の他市場収益」の方が大きくなり、還付が生じるケースでは、全ての利益を還付させ
てしまうと稼働インセンティブが低下するため、利益の一定割合について還付することとし、その残りの
利益は事業者が稼働インセンティブとして留保できることとしてはどうか。

⚫ ただし、落札事業者は、論点①で整理した事業報酬（税引前WACC５％）を入札価格に算入し
うることから、これに加えて還付時に過大な事業報酬を与えることは不適切ではないか。

⚫ このため、右下の表（還付割合が事業報酬率に与える影響）の試算結果を踏まえれば、還付割合
は90%をベースとし、残りは事業者が留保できることとしてはどうか。

⚫ なお、より市場価格が高いときに運転を行ったり、より安い価格で燃料調達を行うような合理的・効率
的なオペレーションを促すため、利益の90％を一律に還付するのではなく、還付率に段差を設ける等、
より効率化インセンティブの働くような還付方法について、今後検討を進めることとしてはどうか。

【論点④】還付時の(稼働インセンティブに配慮した)一定の還付割合
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入札時の他市場収益の設定方法②の場合

稼働インセンティブを確保する必要
※設定方法①の還付も同様

還付割合 95% 90% 85% 80%
太陽光（事業用） +0.7 +1.4 +2.1 +2.8

陸上風力 +0.5 +1.1 +1.6 +2.2
洋上風力 +0.4 +0.8 +1.3 +1.7
中水力 +0.4 +0.9 +1.3 +1.7
地熱 +0.6 +1.2 +1.8 +2.4

バイオマス（木質専焼） +0.2 +0.4 +0.6 +0.8
原子力 +0.8 +1.5 +2.3 +3.0

CO2分離回収型石炭 +0.6 +1.3 +1.9 +2.5
CO2分離回収型IGCC +0.6 +1.1 +1.7 +2.3
CO2分離回収型LNG +0.9 +1.9 +2.8 +3.6

水素専焼 +1.1 +2.2 +3.2 +4.2
水素10%混焼 +0.6 +1.2 +1.8 +2.4

既設石炭の改修（アンモニア20%混焼） +0.9 +1.7 +2.5 +3.3
※ 12頁の電源種毎の固定費（GrossCONE）の試算結果、過去３年（2018～2020）のスポット市場の価格、46頁

の計算方法を基に、資源エネルギー庁試算

還付割合が事業報酬率に与える影響 （単位：％）



【論点⑤】調整係数

51

⚫ 現行容量市場では、一部の電源種（太陽光・風力・一般水力（自流式）・揚水）については、
「調整係数（※）」を設定しており、落札した電源は、落札価格（円/kW）に調整係数を乗じ
た分の容量収入が得られる。

※ 落札電源に対する対価を支払うにあたって、電源種毎の供給信頼度に関する特徴に配慮してkW価値を評価するために設定されるもの。

⚫ 本制度措置においても、現行容量市場と同様に、一部の電源種は調整係数を設定し、落札した
電源は、落札価格に調整係数を乗じた分の容量収入を得られることとしてはどうか。

⚫ この場合、本制度措置によって長期的な収入の予見可能性を付与するためには、入札時点で、
将来得られる容量収入の額が予見できることが重要であり、そのためには、入札時点で予め制度
適用期間における調整係数を設定しておく必要があるのではないか。

⚫ 調整係数の設定方法については、現行容量市場では、4年後の1年間の調整係数が設定されて
いるのに対して、本制度措置における調整係数は、建設リードタイムを経た後の運転開始から基本
的に20年間という長期間の制度適用期間における調整係数を設定する必要がある。

⚫ しかし、調整係数の算定の前提となる供給計画は、当該年度以降10年間の計画しかないことから、
入札時点において、制度適用期間の全期間における調整係数を設定することは困難であるため、
次善の策として、最も長期的な需給状況を反映した「入札時点から9年後の調整係数」を、制度
適用期間の全期間において適用し、容量収入を算出することとしてはどうか。

運
転
開
始

入
札

制度適用期間

建設期間
建設リードタイム４年

の電源の場合

建設リードタイム10年
の電源の場合

入
札

運
転
開
始

供給計画（10年間）

調整係数
現行容量市場

（4年後）
本制度措置
（9年後）



52

（参考）調整係数

出所：広域機関公表の「2025年度向け 容量市場メインオークション用調整係数」より抜粋

※上記のほか、揚水は、放電可能時間に応じて、エリア毎・月毎に調整係数が設定されている。

現行容量市場における2025年度メインオークション用調整係数

2022年度供給計画で用いる太陽光・風力・自流式水力・揚水式水力のエリア別調整係数

※上記のほか、風力・自流式水力・揚水式水力についても、エリア別に調整係数が設定されている。



【論点⑥】入札価格に対する規律について
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＜入札価格の算定方法＞

⚫ 本年1月の本作業部会の事務局資料では、国民負担の最小化を図るため、全ての事業者を対象
に、「上限価格の設定」や「入札価格の監視」等の入札価格に対する一定の規律を設けることが必
要ではないかと御提案していたところ。

⚫ このため、後述(58頁)のとおり、本制度措置における入札価格は監視を行うこととしているが、その
監視を行うに当たっては、入札者による入札価格の算定方法に一定のルールを設けることが必要。

⚫ 具体的な入札価格の算定方法は、事業者の想定コストをベースとして、「論点①入札価格に織り
込むべきコスト」・「論点②入札時の他市場収益の設定方法」・「論点⑤調整係数」を踏まえ、以
下の式を満たすことを求めるものとし、かかる式に基づき算定された年間あたり単価（円/kW/
年）で入札を求めることとしてはどうか。

入札価格 ≦
Net CONE

Net CONE ＝ Gross CONE ー 入札時の他市場収益

論点②で決めた
制度側で設定する入札時の他市場収益

事業者の想定コストをベースとして
「論点①入札価格に織り込むべきコスト」を踏まえて算定

（単位：円/kW/年）
調整係数

論点⑤で決めた調整係数



（参考）前々回事務局資料
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第61回制度検討作業部会
（2022年1月21日）資料4



【論点⑥】入札価格に対する規律について

55

＜上限価格の設定及び算定方法＞

⚫ 本年1月の本作業部会の事務局資料のとおり、国民負担の最小化を図るため、上限価格を設定
することとしてはどうか。

⚫ また、その算定方法は、（現行容量市場の上限価格と同様に）発電コスト検証の数値をベース
として、 「論点①入札価格に織り込むことが適切なコスト」・「論点②入札時の他市場収益の設定
方法」 ・「論点⑤調整係数」を踏まえ、算定することとしてはどうか。

⚫ 現行容量市場の上限価格は、諸外国の容量市場における上限価格の設定方法を参考にしつつ、
電源の新設インセンティブに十分な価格水準、国民負担の観点から、Net CONE×1.5倍として
設定している。本制度措置における上限価格も、同様の考え方により、以下の算式によって設定
することとしてはどうか。

上限価格 ＝ × 1.5
Net CONE

Net CONE ＝ Gross CONE ー 入札時の他市場収益

論点②で決めた
制度側で設定する入札時の他市場収益

発電コスト検証の数値をベースとして
「論点①入札価格に織り込むべきコスト」を踏まえて算定

（単位：円/kW/年）
調整係数

論点⑤で決めた調整係数



【論点⑥】入札価格に対する規律について
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⚫ 論点②の入札時の他市場収益の設定方法①と②のそれぞれで、電源種毎の上限価格を試算した結果は下の
表のとおり。なお、設定方法①と②で、電源種毎の上限価格には差が生じるが、事後的な還付又は補填を考慮
すれば、基本的に（※）国民負担は変わらない。 ※設定方法①で、事後的な補填が一部に留まる場合には、差は生じ得る。

⚫ 電源種によって数万円～数十万円とばらつきがあることから、現行容量市場のように、モデルプラントとなる電源種
を設定して、その電源種のNetCONEを基に全電源一律の上限価格を設定するのではなく、電源種毎に上限価
格を設定してはどうか。（上限価格は実際の入札時に改めて計算予定。）

⚫ ただし、論点②において入札時の他市場収益の設定方法を、事務局提案のとおり設定方法②とする場合には、
競争力のある電源同士の競争を確保し、過度な国民負担の発生を防止するため、上限価格に閾値を設けるこ
ととしてはどうか。閾値の水準は、上記趣旨を踏まえ、競争力のある電源の上限価格の水準や、電源投資促進
の観点、他の関連制度との整合も踏まえた水準として、例えば10万円/kW/年を一つの目安としてはどうか。

単位：万円/kW/年
設定方法① 設定方法②

NetCONE÷調整係数 上限価格 NetCONE÷調整係数 上限価格
太陽光（事業用） 2.4～10.5 3.6～15.8 13.5～58.3 20.2～87.5

陸上風力 4.5～8.7 6.7～13.1 11.5～22.4 17.3～33.6
洋上風力 10.0～19.5 15.0～29.2 19.2～37.3 28.8～56.0
中水力 8.0～12.8 12.1～19.3 18.2～29.0 27.3～43.5
地熱 3.9 5.8 11.7 17.6

バイオマス（木質専焼） 6.2 9.4 7.6 11.4
原子力 1.3 1.9 7.0 10.6

CO2分離回収型石炭 1.9 2.9 5.0 7.6
CO2分離回収型IGCC 2.9 4.4 6.5 9.7
CO2分離回収型LNG 0.1 0.2 3.1 4.6

水素専焼 0.9 1.3 2.3 3.4
水素10%混焼 ▲0.1 ▲0.1 2.3 3.4

既設石炭の改修（アンモニア20%混焼） 1.3 1.9 3.3 5.0
蓄電池 ー ー 2.6 3.9

※ 上記の試算は発電コスト検証のデータを基に算出したものであり、詳細については今後検討していく。
設定方法①は、45頁の計算方法を基に、2018年～2020年のスポット価格より試算。
蓄電池は、可変費（充電時の電力価格）の仮定が困難なため、設定方法①の試算は省略。また、蓄電池・揚水は、放電可能時間によって固定費・入札価格が大きく増減するため、
公平な競争の在り方・入札価格の在り方・上限価格の設定方法を別途要検討。

FIT/FIPの
対象電源
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＜入札価格の監視＞

⚫ 本制度措置は、（前回の事務局資料のとおり）マルチプライス・オークションによる調達の方向で検
討している一方、上限価格は新設投資を促す観点から、Net CONEの1.5倍としている。本制度措
置は、巨額の電源投資を対象としており、国民負担の最小化を図ることが必要であることを踏まえれ
ば、電力・ガス取引監視等委員会における監視を行うこととしてはどうか。

⚫ 具体的には、例えば以下のような文書を確認し、発電コスト検証の数値との比較を行い、必要に
応じて入札事業者に対してヒアリングをすることとしてはどうか。また、現行容量市場と同様に、監視
の具体的な方法についても本作業部会で議論のうえ、今後、本制度措置においても、入札ガイドラ
インを作成することとしてはどうか。

➢ ①契約（工事契約・委託契約など）締結済みのものの場合、契約書
➢ ②契約（工事契約・委託契約など）締結済みではない場合、見積書
➢ ③①や②が無い場合、事業計画数値又は過去同様の案件における実績数値のデータ

⚫ このうち、①・②は、客観性を担保するために、相見積であることが望ましく、相見積を取っている場合
は、原則当該数値を適切な金額と認めることとしてはどうか。他方、特命発注を行っている場合は、
当該理由をヒアリングなどにより確認することとしてはどうか。

⚫ 上記の監視を通じて、発電コスト検証の数値や同じ電源種・同規模の過去実績などに比べて、個別
の費用項目について、合理的な理由なく高額な水準であることが判明した際には、一定の入札価
格の引き下げを行い、引き下げ後の金額を約定価格としてはどうか。（ただし、引き下げ後の金額で
あれば投資できないという判断もあり得るため、監視結果を踏まえ、事業者が入札の取り下げをすると
いう判断もあり得る。）

【論点⑥】入札価格に対する規律について
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論点 設定方法①：他市場収益を一定額に設定 設定方法②：他市場収益を0に設定

【論点①】入札価格に織り込むことが
可能なコスト

・建設費（予備費10％を上限）、系統接続費、廃棄費用、運転維持費、事業報酬（税引前WACC5％）

【論点②】入札時の他市場収益の
設定方法

・制度側で設定

・電源種別に、過去数年間の市場価格と、発電コスト
検証のコストを基に設定

・実際の他市場収益との差額を、補填又は還付（還
付時には稼働インセンティブに配慮）

・全電源種共通で、0と設定
・稼働インセンティブに配慮しつつ、実際の他市場収益の一
部を還付

【論点③】還付・補填時の実際の他
市場収益の考え方

「実際に相対契約や各種市場から得た収入」から「実際に支払った燃料費等の可変費」を控除して算出

【論点④】還付時の(稼働インセン
ティブに配慮した)一定の還付割合

・他市場収益の10%程度は稼働インセンティブとして発電事業者が得られることとし、90％をベースとして還付

【論点⑤】調整係数 ・入札時点から９年後の調整係数を、制度適用期間の全期間において適用

【論点⑥】入札価
格に対する規律

入札価格 ・事業者の想定コストをベースとして、年間あたり単価（円/kW/年）で入札

上限価格

・「NetCONE/調整係数×1.5」により電源種毎に設定し、これに加えて、上限価格に閾値（10万円/kW/年を一つ
の目安）を設ける
※NetCONE＝「発電コスト検証の数値をベースとして算出」ー「入札時の他市場収益」
※設定方法①と②で、電源種毎の上限価格には差が生じるが、事後的な還付又は補填を考慮すれば、基本的に
国民負担は変わらない。

・電源種別の上限価格は、0～29.2万円/kW程度 ・電源種別の上限価格は、3.4～87.5万円/kW程度

監視

・電力・ガス取引監視等委員会による監視を行う
・契約書等の文書を確認や発電コスト検証の数値や同じ電源種・同規模の過去実績などとの比較を実施し、合理的
な理由なく高額な水準である場合には、入札価格を引き下げ

⚫ 論点②の入札時の他市場収益の設定方法①と②のそれぞれの場合において、各論点の全体像は
以下のとおり。

入札価格に関する制度の全体像
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【論点②】入札時の他市場収益の設定方法
・制度側で、全電源種共通で、0と設定

⚫ 論点②の入札時の他市場収益の設定方法を②とした場合、全体イメージは以下のとおり。

入札価格に関する制度の全体イメージ
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＜設定方法②＞

【論点①】入札価格に織り込むことが可能な
コスト
・建設費（予備費10％を上限）、系統接
続費、廃棄費用、運転維持費、事業報
酬（税引前WACC5％）

【論点⑤】調整係数
・入札時点から９年後の調整係数を、制
度適用期間の全期間において適用し、容
量収入を算出

【論点⑥】入札価格に対する規律
・入札価格を電取委が監視

費用 固定費 可変費

入札額
（本制度からの固定収入）

実績収入

事後的な還付

実際の他市場収益

※制度側で設定する他市場収益
（０）

実際の卸市場等からの収入

【論点③】還付・補填時の実際の他市場収益
の考え方
・実際に相対契約や各種市場から得た収入

【論点③】還付・補填時の実際の他市
場収益の考え方
・実際に支払った燃料費等の可変費

【論点④】還付時の(稼働インセンティブに配慮した)一
定の還付割合
・他市場収益の10%程度は稼働インセンティブとして発
電事業者が得られることとし、90％をベースとして還付

【論点⑥】入札価格に対する規律
・上限価格は、電源種毎に設定（3.4～10万円/kW/年）

上限価格


